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２ 荷卸し時の立会いにおいては、次の事項に留意すること。

ア 給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、荷卸し

作業に際して、危険物の品名、受入タンクの注入口、受入量等について相互に

確認すること。

イ 移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所の各タンク室に積載

している危険物の品名、数量等を再確認するとともに、適切な手順に従って荷

卸し作業を行うこと。

ウ 給油取扱所の危険物取扱者は、荷卸し終了時には、地下タンクの危険物の量

を確認すること等により、適切に荷卸しが実施されたことを確認すること。

[本事案を踏まえて徹底の依頼があった事項]

・移動タンク貯蔵所に設けられた弁の開閉状況の十分な確認

・灯油へのガソリン混入を確認した場合における速やかな作業中止、消防機関への

報告及び販売した危険物の回収

以上

【添付資料】

①移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について

（平成30年12月27日付け消防危第232号）

②[別添１]ガソリンが混入した灯油の販売事案について

③[別添２]給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底に

ついて（平成29年12月28日付け消防危第244号）
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